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基準諮問会議からのテーマ提言への対応  

（信託を利用した従業員への自社の株式の付与スキーム） 

 
 

1. 提言を受けた経緯 
 平成 24 年 7月 11 日に開催された第 15 回基準諮問会議において、「自己株式を利用
した株式給付信託」に関する新規テーマの提案がなされ、実務対応専門委員会にテ

ーマアップの要否の評価を行うことが要請された。 

 その後、実務対応専門委員会が 2回開催され、テーマアップに関する評価が行われ、
平成 24 年 11 月 8 日に開催された第 16 回基準諮問会議において、実務対応専門委

員会における評価結果についての説明がなされた。これを受け、同諮問会議におい

て、新規のテーマとして ASBJ に提言することが決定された。 

 平成 24 年 11 月 22 日に開催された企業会計基準委員会において、基準諮問会議か
ら本件に関するテーマ提言が行われた。 

 
2. 取引の概要 
 本件取引の概要及び論点については、資料（3）-2（実務対応専門委員会における
分析資料）を参照のこと。 

 

3. 提言に対する企業会計基準委員会の対応 
 基準諮問会議からの提言の内容を踏まえると、当委員会で取り扱うことについて、
相当の理由があると考えられるため、本件テーマに対する会計処理及び表示を検討

することとしたい。 
 具体的には、実務対応専門委員会において、会計処理及び表示に関する検討を行い、
実務対応報告等の原案を作成し、その上で当委員会における審議を行うこととした

い。 
 

以 上 
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